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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ４ 月 2 2 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構   

  水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門  

塩 釜 拠 点 長  宮 田   勉  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  0 4  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  全 周 ス キ ャ ニ ン グ ソ

ナ ー  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ８ 年 ９ 月 3 0 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 北 光 丸  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り
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捨 て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る

の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の

1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 の 資 格 保 有 者 で あ る こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停
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止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 9 8 5 - 0 0 0 1  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 －

５  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 水

産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 管 理 チ ー ム  

須 藤  優 佳  電 話  0 2 2 - 3 6 5 - 7 5 9 4  F A X  

0 2 2 - 3 6 7 - 1 2 5 0  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  
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任 意 書 式 に 「 全 周 ス キ ャ ニ ン グ ソ ナ ー 入

札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、

担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、

上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 全 周 ス キ ャ ニ ン グ ソ ナ ー 入

札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、

担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。   

( 3 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、令 和 ８ 年 ５ 月 1 9 日 ま で

に 上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当

日 ま で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書

受 領 者 全 員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー

ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に

代 え る 。 な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場

合 に も 随 時 受 け 付 け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 4 )  入 札 、開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ６ 月 ２
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日 1 4 時  宮 城 県 塩 釜 市 新 浜 町 ３ － 2 7 － ５  国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 塩 釜 庁 舎 会

議 室 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留

郵 便 に よ る こ と と し 、 令 和 ８ 年 ６ 月 ２ 日 1 2 時

必 着 の こ と ｡ ）  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ

た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 塩 釜 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ
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た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y :  M I Y A T A  T s u t o m u ,  B r a n c h  

D i r e c t o r ,  S h i o g a m a  B r a n c h  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   
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p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  O m n i - d i r e c t i o n a l  F i s h e r i e s  

S o n a r  １ S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  3 0  S e p t e m b e r  2 0 2 6  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  H o k k o - m a r u ,  J a p a n  

F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D  “ S a l e s ” i n  t e r m s  

o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  

t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  

f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  
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y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  2 0 2 7 .  

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 4 : 0 0 ,  ２  J u n e  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  S U D O  

M a s a y o s h i ,  A d m i n i s t r a t i o n  T e a m ,  M a n a g e -

m e n t  D e p a r t m e n t  o f  S h i o g a m a  B r a n c h ,  

F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  

F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ，

３ － 2 7 － ５ ,  S i n h a m a - c h o ,  S h i o g a m a - c i t y ,  

M i y a g i ,  9 8 5 - 0 0 0 1  J a p a n .  T E L  0 2 2 - 3 6 5 - 7 5 9 4  
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第１章 総則 

 

1. 用途 

本仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所管理部門塩釜拠点

が調達する全周スキャニングソナー（以下、「本機器」と呼ぶ。）について規定する。 

本機器は、当機構が所有する漁業調査船北光丸 （以下、 「北光丸」という。）に搭載し、

浮魚類の資源調査を行うために使用する。 

 

2. 調達数量 １式 

 

3. 納入場所 

北海道釧路市知人町地先 官公庁船岸壁 

北光丸 

（※ただし、下記 5. 2)に示す試験調整等については、令和８年度北光丸ドック請負業者

指定場所にて実施するものとする。） 

 

4. 検査 

本機器は、国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所管理部門釧路拠点

の検査職員による検査を受け合格しなければならない。 

 

5. その他 

1) 本機器の搬送・搬入及び操作説明に必要な経費は受注者で負担すること。 

2) 受注者は令和８年９月３０日までに本機器を上記３．納入場所へ納入の上、令和８年１

２月２日までに北光丸での試験調整及び操作説明を行うこと。 

3)試験調整後、1 年を経過するまでに発生した初期不良等の不具合については、受注者の

責により無償で修理及び部品の交換を行うこと。 

4)試験調整時には、総合的な使用方法に関するサポート・説明を使用する担当職員に行う

こと。 

5) 本機器について、和文で示したマニュアル（紙または電子媒体）及び納入報告書を 1

部提出すること。 

6) 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。 

7) 詳細については、担当職員の指示に従うこと。 
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第２章 構成 

 

1. 本機器の概要 

本機器は全周スキャニングソナーであり、格納タンク、全周スキャニングソナー本体

（送受信器、送受信装置、昇降装置、制御部）、データ収録ユニットから構成され、本

機によって定量的なデータを収録し、航行中の浮魚類の分布を把握する。 

 

2. 本機器の構成及び数量 

⑴ 格納タンク     1 式 

⑵ 全周スキャニングソナー本体    1 式 

⑶ データ収録ユニット    1 式 
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第 3 章 本機器の仕様 

 

1. 格納タンク 

上下装置を使用してソナーの送受信器を船底に格納するため円筒型であること。内径 610

㎜以内とし、深度 6ｍ、北光丸最大船速 18knot に耐えうること。 

2. 全周スキャニングソナー本体 

（１）基本性能 

送受信器は昇降装置を用いて、船底から昇降でき、送受信装置や接続箱等を通じて

船橋内で送信パラメータの変更、モニタリングが可能であること。 

 

1）送受信器 

① 送受信器は、仕様１の格納タンクに収納でき、船体振動等により格納タンクと

干渉しないサイズとすること。 

②探知距離 200ｍ～1000ｍの範囲内で、複数の探知距離設定を選択できること。 

③送信周波数が 38kHz 以下であること。 

 

 

2）昇降装置 

①送受信器を 1500 ㎜以上昇降可能であること。 

②1500 ㎜以上突出させた状態で、1２knot 以上の船速で航走可能であること。 

③使用電源は AC200-440Ｖに対応していること。 

 

3）送受信装置 

①水平方向及び垂直方向の双方でビームモードを有すること。 

②水平方向ビームモードでは、全周に 94 本以上のビームを送受できること。 

③水平方向ビームモードでのティルト角は-2°～30°(－方向は上向き)で振れるよ

うにすること。 

 

4）制御部 

①ディスプレイを有し、船橋内でソナー画面をモニタリングできること。 

②表示は、コースアップ、ノースアップの選択を行えること。 

③水平２併記モードを搭載し、交互送信で 2 つのティルト角での送受が行えるこ

と。 

④音波の送信を停止し、受信のみを行うパッシブモードを有していること。 

⑤現在時刻、位置、船首方位の NMEA 信号を入力することができること。 

⑥同期送信機能を有し、送受信間隔が制御できること。 
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⑦AC100V で稼働できること。なお、AC100V に対応していない場合は、整流器や

昇圧装置などで変換調整可能であること。 

⑧無停電電源装置(UPS)を付属すること。装置の主な仕様は以下の通り。 

本体サイズは 180(H)×150(W)×400(D)mm 以内、定格入力電圧 AC100V であ

り、制御部を 30 分以上稼働させる電力容量があること。 

 

3. データ収録ユニット 

（１）基本性能 

送受された音波を定量的に処理し、それらのデータをソナーデータ標準フォーマッ

ト(ICES Cooperative Research Report No. 341)で出力、収録できる能力、及び較正を

補助し、収録データに反映させる機能を有すること。 

詳細な仕様は下記とする。 

 

（２）詳細性能 

1）データ収録機能 

①netCDF4 形式でソナーデータを収録できること。 

②データ収録時に、収録状況が確認できること。 

③データ収録時に、各送受信のパラメータ及び現在時刻、位置、船首方位がリアル

タイムで表示可能であること。 

④収録が完了したデータファイルを再生できること。 

 

2）較正機能 

①標準球のターゲットストレングスを算出し、較正値ΔG を算出できること。 

②較正時、送信パルス幅を、最短で 3msec 以下、最長で２0msec 以上で送信できる

こと。 

③較正時に、パルス幅、ティルト角を変えることが可能であること。 

④算出した較正値ΔG から、全周での較正値を入力したテーブルを作成し、ソナー

データに反映させることが可能であること。 

 

4. その他 

（１）北光丸に、納入機器一式を艤装した状態での、動作確認、調整を行うこと。 

（２）オペレーションソフトウェア等がある場合は、説明書やダウンロード方法を同封す

ること。 

（３）日本国内で基本的なメンテナンスサポートが実施できる体制を備えていること。 


